
第二四回

参第九号

　　　盲学校、ろう
、、
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律

（案）

　盲学校、ろう
、、
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律（昭和二十九年法律第百四十

四号）の一部をのように改正する。

　第一条中『学齢児童生徒（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二十三条に規

定する「学齢児童」及び同法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同

じ。）』を「児童又は生徒」に、「義務教育」を「これらの学校における教育」に改める。

　第二条第一項中「学齢児童生徒」を「児童又は生徒」に、『保護者（学校教育法第二十

二条第一項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。）』を「保護者等（児童又は未成年

の生徒については学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二十二条第一項に規定す

る保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。

以下同じ。）」に、「左に掲げるものについて、」を「これらの学校の小学部又は中学部

の児童又は生徒に係るものにあつては次の各号に掲げるものについて、これらの学校の高

等部（専攻科を除く。）の生徒に係るものにあつては第一号に掲げるものについて、」に

改める。

　第三条第一項中「学齢児童生徒」を「児童又は生徒」に改め、同条第二項を次のように

改める。

２　前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、

金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。

但し、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。

　　　附　則

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分

は、昭和三十二年四月一日から施行する。

２　この法律による改正後の盲学校、ろう
、、
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律

（以下「新法」という。）第二条第一項の規定中盲学校又はろう
、、
学校の高等部（専攻科

を除く。以下同じ。）への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用さ

れる教科用図書の購入費から適用する。

３　この法律施行前に国又は都道府県が盲学校又はろう
、、
学校の高等部の生徒に係る昭和三

十一年度において使用される教科用図書の購入費について行つた支弁は、新法第二条の

規定により行つた支弁とみなす。

４　国は、盲学校又はろう
、、
学校の高等部への就学のため必要な教科用図書の購入費につき、

新法第二条の規定により都道府県が支弁する経費については、昭和三十一年度に限り、

新法第四条の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、その三分の一以内を負担

する。



　　　　　理　由

　盲学校若しくはろう
、、
学校の高等部又は養護学校に就学する者について必要な援助を行う

こととするとともに、これらの学校の校長の行う就学奨励のための経費の支給は、原則と

して金銭をもつてすることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



　　　この法律施行に要する経費

　総額二百万円（昭和三十一年度）

　　なお、昭和三十二年度においては、約六百万円となる。


